
＜施設入所支援事業 サービス利用料金＞ 

 

基本部分 サービス利用料金 自己負担額（１割） 

施設入所支援 

サービス費 

支援区分６ ４，６４１円 ４６４円 

支援区分５ ３，９１６円 ３９１円 

支援区分４ ３，１５１円 ３１５円 

支援区分３ ２，３７６円 ２３７円 

支援区分２以下 １，７２３円 １７２円 

＜施設入所支援事業 加算内容＞（１単位＝10.20円） 

加算内容 説明 自己負担額（１割） 

重度障害者支援加算（Ⅰ） 重度の障害者が一定の人数を超えている場合

に、指定基準の人員配置に加え、職員の加配を

行った場合に、ご負担いただきます。 

２８円 

入所時特別支援加算 新たに利用者を受け入れた場合、入所から３０

日以内の期間についてご負担いただきます。 

３０円 

入院・外泊時加算（Ⅰ） 利用者が入院や居宅での外泊をされた場合等

に、８日を限度としてご負担いただきます。 

３２６円 

入院・外泊時加算（Ⅱ） 利用者が入院・外泊時加算が算定できる８日を

超えて入院・外泊した場合、概ね週１回以上の

訪問等により支援を行った際にご負担いただ

きます。（１日単位での算定で加算Ⅰに引き続

き８２日を限度とする） 

１９４円 

入院時支援特別加算 ９０日を超える（月１回を限度）入院期間が４日未満 ５７２円 

入院時支援特別加算 ９０日を超える（月１回を限度）入院期間が４日以上 １，１４４円 

福祉・介護職員処遇改

善加算（Ⅰ） 

基本報酬及び加算を算定した総単位数に、6.9％を乗じた単位数を加算

した金額をご負担いただきます。 

 

  



≪利用者負担額の軽減について≫[利用者負担に関する月額上限]  

 １か月あたりのサービス利用に係る「定率負担」は、所得（世帯の収入状況）に応じて下記のと

おりの月額負担上限額が設定され、利用されたサービス量に関係なく、それ以上のご負担は必要あ

りません。 

区分 世帯の収入状況 １か月あたりの負担上限

額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得１ 市町村民税非課税世帯で、サービス利用をす

るご本人の収入が８０万円以下の方 
０円 

低所得２ 市町村民税非課税世帯（１）以外の方 ０円 

一般 １ 市町村民税課税世帯（所得割 16万円未満） ９，３００円 

一般 ２ 市町村民税課税世帯（一般１以外の方） ３７，２００円 

 お手持ちの障害福祉サービス受給者証に利用者負担額の上限額が記載されております。 

 

 

＜施設入所支援事業・生活介護事業・短期入所事業の食費・光熱水費について＞  

施設入所支援 食費に係る自己負担金 1,350円（朝 330円、昼 600円、夕 420円） 

       光熱水費に係る自己負担金  一日 378円（１か月 11,500円） 

生活介護（通所利用）食費に係る自己負担金（一般） 昼食 600円 

生活介護（通所利用）食費に係る自己負担金（低所

得） 

昼食 300円 

短期入所   食費に係る自己負担金（一般） 1,350円（朝 330円、昼 600円、夕 420円） 

短期入所   食費に係る自己負担金（低所得）  710円（朝 180円、昼 300円、夕 230円） 

短期入所   光熱水費に係る自己負担金 一日 378円 

※施設入所支援利用者で低所得の場合に、特定障害者特別給付費が支給対象となる場合もありま

す。 

 


